
目

次

公
安
委
員
会
規
則

△

行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則

一

△

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

△

警
察
職
員
の
定
員
の
配
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

三

△

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

(

以
上
県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
規
程

△

行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

公
安
委
員
会
規
程
の
整
理
等
に
関
す
る
規
程

一
九

△

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
〇

(

以
上
県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
告
示

△

昭
和
四
十
二
年
広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

(

警
察
に

お
い
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
の
食
料
に
要
す
る
経
費)

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

二
〇

(

県
法
規
登
載)

△

指
定
自
動
車
教
習
所
等
に
対
す
る
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定

に
関
す
る
告
示

二
一

警
察
本
部
告
示

△

パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
及
び
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発

給
に
係
る
手
数
料
徴
収
及
び
収
納
事
務
の
委
託
の
告
示

二
三

△

原
付
講
習
に
係
る
講
習
手
数
料
徴
収
事
務
の
委
託
の
告
示

二
四

△

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
徴
収
事
務
の
委
託
の
告
示

二
五
△

高
齢
者
講
習
に
係
る
講
習
手
数
料
徴
収
事
務
の
委
託
の
告
示

二
五

△

違
反
者
講
習
に
係
る
講
習
手
数
料
及
び
通
知
手
数
料
徴
収
事
務
の

委
託
の
告
示

二
六

△

チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
及
び
特
定
任
意
高
齢
者
講
習

(

簡
易)

に
係
る

講
習
手
数
料
徴
収
事
務
の
委
託
の
告
示

二
七

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
規規規
則則則

行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理

等
に
関
す
る
規
則

(広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
)

第
１
条

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
(昭
和

35年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

15号
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

。

別
記
様
式
第

14号
及
び
別
記
様
式
第

18号
中
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平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

1

｢

備
考

(行
政
手
続
法
(平
成
５
年
法
律
第

88号
)
第

27条
第
２
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、次
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。)
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は

、広
島
県
公
安
委
員
会

に
対
し
て

、処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
60日

以
内
に

、行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)

に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

｣

を

｢
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を

知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に

、広
島
県
を
被
告

と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
広

島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

(号外)

号

第 ６６

外

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



(集
団
示
威
運
動

、集
団
行
進
及
び
集
会
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
２
条

集
団
示
威
運
動

、集
団
行
進
及
び
集
会
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
(昭
和

36年
広
島
県
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
別
記
様
式
第
２
号
中
｢記
｣
を
削
り�

同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

注
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

、行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の

規
定
に
よ
り

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に

、広
島

県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。
ま
た

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立

て
を
し
た
場
合
は

、当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に

、広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者

は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

別
記
様
式
第
２
号
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

別
記
様
式
第
３
号
中
｢記
｣
を
削
り�

同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

注
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

、行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の

規
定
に
よ
り

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に

、広
島

県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立

て
を
し
た
場
合
は

、当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に

、広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者

は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

別
記
様
式
第
３
号
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

別
記
様
式
第
４
号
中
｢記
｣
を
削
り�

同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

注
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

、行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の

規
定
に
よ
り

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に

、広
島

県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立

て
を
し
た
場
合
は

、当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に

、広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者

は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

別
記
様
式
第
４
号
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

(拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
３
条

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
(平
成
５
年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則

第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

別
記
様
式
中

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

。

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

2

備
考

(行
政
手
続
法
(平
成
５
年
法
律
第

88号
)
第

27条
第
２
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、次
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。)
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

、行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37
年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ
り

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た

こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に

、広
島
県
公

安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た

、こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委

員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
は

、当
該
異
議
申
立

て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に

、広
島
県
を
被
告
と
し

て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
広
島
県

公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

｣

に
改
め
る
。

｢
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は�
こ
の
処
分
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
行
政
不
服

審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
５
条
の
規
定
に
よ
っ
て
広

島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。｣

を

｢
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37
年
法
律
第

160号
)
第
５
条
の
規
定
に
よ
り�

こ
の
処
分
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
広
島
県
公

安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た�
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
(広
島
県
公
安
委

員
会
に
対
し
て
上
記
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は�
当
該
審
査
請
求
に

対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
)

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広

島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
広
島
県
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

｣

に
改
め
る
。

(号外)



委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
(昭
和

37年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

。

第
３
条
中
｢５
課
｣
を
｢４
課
｣
に�
｢
少
年
育
成
課

暴
走
族
・
少
年
犯
罪
対
策
課
｣
を
｢少
年
対
策
課
｣
に
改
め
る

。

第
７
条
の
２
中
第

15号
を
第

16号
と
し�
第

11号
か
ら
第

14号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ�
第

10号
の

次
に
次
の
１
号
を
加
え
る

。

�
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と

。
第
９
条
の
２
第
５
号
を
削
る

。

第
13条

の
４
(見
出
し
を
含
む

。)
中
｢少
年
育
成
課
｣
を
｢少
年
対
策
課
｣
に
改
め�

同
条
第
６
号
中

｢(暴
走
族
・
少
年
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。)｣
を
削
り�

同
条
に
次
の
４
号
を
加
え

る

。

�
少
年
に
よ
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
(他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。)

。

�
少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の
排
除
に
関
す
る
こ
と

。
�

暴
走
族
・
非
行
少
年
グ
ル

ープ
対
策
に
関
す
る
調
査

、研
究
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と

。

�
広
島
県
暴
走
族
追
放
の
促
進
に
関
す
る
条
例
(平
成

11年
広
島
県
条
例
第

39号
)
に
関
す
る
こ
と

。

第
13条

の
５
を
削
る

。

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

。

警
察
職
員
の
定
員
の
配
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。
平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

警
察
職
員
の
定
員
の
配
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
職
員
の
定
員
の
配
分
に
関
す
る
規
則
(昭
和
３
５
年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

別
表
(第
２
条
関
係
)

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

。

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
(昭
和

35年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

15号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

。

目
次
中
｢第
２
章

車
両
の
交
通
方
法
(第
５
条
－
第
９
条
)｣
を
｢第
２
章

車
両
の
交
通
方
法
(第

第
２
章
の
２

確
認
事
務
の
委
託

５
条
－
第
９
条
)

等
(第
９
条
の
２
－
第
９
条
の

18)｣
に
改
め
る

。

第
２
章
の
次
に
次
の
１
章
を
加
え
る

。

第
２
章
の
２

確
認
事
務
の
委
託
等

(登
録
申
請
書
等
)

第
９
条
の
２

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
(平
成

16年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

2

3号

。

以
下
｢委
託
規
則
｣
と
い
う

。)
第
２
条
第
１
項
の
登
録
申
請
書
及
び
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
更
新
申
請
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の
と
お
り
と
す
る

。

２
前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
の
様
式
は

、次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ

、そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

。

�
委
託
規
則
第
２
条
第
２
項
第
２
号
の
名
簿

別
記
様
式
第
７
号
の
２

�
委
託
規
則
第
２
条
第
２
項
第
３
号
ハ
及
び
ニ
の
診
断
書

別
記
様
式
第
７
号
の
３
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計

警
察
署

警
察
本
部

区
分

147 57 90

警
視

警
察

官

320

172

148

警
部

1,425

950

475

警
部
補

1,473

1,130

343

巡
査
部
長

1,517

1,154

363

巡
査

4,882

3,463

1,419

計

546

193

353

警
察
官

以
外
の

職
員

5,428

3,656

1,772

合
計

(号外)



�
委
託
規
則
第
２
条
第
２
項
第
４
号
の
書
面

別
記
様
式
第
７
号
の
４

３
委
託
規
則
第
２
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
書
類
は

、次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
法
第

51条
の
８
第
４
項
第
１
号
の
該
当
の
有
無

別
記
様
式
第
７
号
の
５
の
誓
約
書

�
法
第

51条
の
８
第
４
項
第
２
号
の
該
当
の
有
無

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
写
し

�
法
第

51条
の
８
第
４
項
第
３
号
の
該
当
の
有
無

申
請
法
人
の
所
有
権

、賃
借
権
等
の
使
用
権
原

を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書
又
は
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

(登
録
簿
)

第
９
条
の
３

法
第

51条
の
８
第
５
項
の
登
録
簿
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の
６
の
と
お
り
と
す
る

。

(登
録
等
の
通
知
)

第
９
条
の
４

公
安
委
員
会
は

、法
第

51条
の
８
第
１
項
に
規
定
す
る
登
録
又
は
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る

登
録
の
更
新
を
行
い

、登
録
簿
に
記
載
し
た
と
き
は

、申
請
者
に
対
し

、別
記
様
式
第
７
号
の
７
の
登
録

(更
新
)
通
知
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２
登
録
又
は
登
録
更
新
を
拒
否
し
た
と
き
は

、申
請
者
に
対
し

、別
記
様
式
第
７
号
の
８
の
登
録
(更
新
)

申
請
に
関
す
る
通
知
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
(登
録
の
更
新
等
)

第
９
条
の
５

登
録
の
有
効
期
間
は

、登
録
簿
に
記
載
を
し
た
日
又
は
従
前
の
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る

。

２
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、当
該
登
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
６
月
前
か
ら
２
月

前
ま
で
の
間
に
登
録
更
新
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

(登
録
の
取
消
し
の
通
知
)

第
９
条
の
６

法
第

51条
の

10の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は

、そ
の
法
人
に
対
し

、別
記
様

式
第
７
号
の
９
の
登
録
取
消
処
分
通
知
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
等
)

第
９
条
の
７

委
託
規
則
第
７
条
第
１
項
の
受
講
申
込
書
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

10の
と
お
り
と
す
る

。
２

公
安
委
員
会
は

、前
項
の
受
講
申
込
書
を
受
理
し
た
と
き
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

11の
駐
車
監
視
員

資
格
者
講
習
受
講
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
(認
定
書
)
再
交
付
申
請
書
)

第
９
条
の
８

委
託
規
則
第
９
条
第
２
項
の
再
交
付
申
請
書
及
び
同
規
則
第

10条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

12の
と
お
り
と
す
る

。

(認
定
申
請
)

第
９
条
の
９

委
託
規
則
第

10条
第
２
項
の
認
定
申
請
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

13の
と
お
り
と

す
る

。

２
前
項
の
認
定
申
請
書
に
は

、次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
委
託
規
則
第

10条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
者

申
請
者
の
経
歴
に
関
し
て
そ
の
者
が
現
に
所
属

す
る
所
属
の
長
が
作
成
す
る
書
面
又
は
人
事
担
当
課
等
が
作
成
し
た
申
請
者
の
人
事
記
録
を
証
す
る
書

面

�
委
託
規
則
第

10条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
者

申
請
者
が
作
成
す
る
経
歴
書
及
び
放
置
車
両
確

認
機
関
又
は
放
置
車
両
確
認
機
関
で
あ
つ
た
法
人
が
作
成
す
る
認
証
書
類

�
委
託
規
則
第

10条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
者

申
請
者
が
作
成
す
る
経
歴
書

、所
属
団
体
等
の

証
明
書

、推
薦
状
そ
の
他
申
請
者
が
必
要
と
認
め
る
各
種
書
類

(認
定
考
査
)

第
９
条
の

10
公
安
委
員
会
は

、認
定
申
請
書
の
申
請
者
に
つ
い
て

、委
託
規
則
第

10条
第
１
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は

、筆
記
に
よ
る
認
定
考
査
を
行
う
も
の
と
す
る

。

２
公
安
委
員
会
は

、前
項
の
認
定
考
査
を
行
う
と
き
は

、申
請
者
に
対
し

、別
記
様
式
第
７
号
の

14の
駐

車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

。

(認
定
の
拒
否
)

第
９
条
の

11
公
安
委
員
会
は

、認
定
申
請
書
の
申
請
者
に
つ
い
て

、委
託
規
則
第

10条
第
１
項
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
た
と
き
は

、そ
の
認
定
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

２
公
安
委
員
会
は

、前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
拒
否
し
た
と
き
は

、申
請
者
に
対
し

、別
記
様
式
第
７

号
の

15の
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
に
関
す
る
通
知
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
書
等
)

第
９
条
の

12
委
託
規
則
第

11条
第
１
項
の
交
付
申
請
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

16の
と
お
り
と

す
る

。

２
前
項
の
交
付
申
請
書
に
添
付
す
る
委
託
規
則
第

11条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
書
面
の
様
式
は

、別

記
様
式
第
７
号
の

17の
と
お
り
と
す
る

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
者
名
簿
)

第
９
条
の

13
公
安
委
員
会
は

、駐
車
監
視
員
資
格
者
証
を
交
付
す
る
場
合
に
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

18

の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
者
名
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
番
号
及
び
交
付
年
月
日

�
本
籍

、住
所

、氏
名

、性
別

、生
年
月
日
及
び
連
絡
先

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
番
号
又
は
認
定
書
番
号

�
特
記
事
項
(再
交
付
歴

、返
納
命
令
歴
そ
の
他
必
要
な
事
項
)

(交
付
の
拒
否
)

第
９
条
の

14
公
安
委
員
会
は

、駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
申
請
者
が
法
第

51条
の

13第
１
項
第
２
号
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
た
と
き
は

、駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
拒
否
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
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２
公
安
委
員
会
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
拒
否
し
た
と
き
は

、申
請
者
に
対
し

、別
記
様
式
第
７
号

の
19の

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
に
関
す
る
通
知
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
申
請
書
)

第
９
条
の

15
委
託
規
則
第

13条
第
１
項
の
書
換
え
交
付
申
請
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

20の
と

お
り
と
す
る

。

２
公
安
委
員
会
は

、前
項
の
書
換
え
交
付
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は

、当
該
書
換
え
交
付
に
係
る
駐
車

監
視
員
資
格
者
証
の
記
載
事
項
に
つ
い
て

、そ
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め

、住
民
票
の
写
し

、運
転
免
許

証
そ
の
他
確
認
資
料
の
提
示
又
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書
)

第
９
条
の

16
委
託
規
則
第

13条
第
２
項
の
再
交
付
申
請
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

21の
と
お
り

と
す
る

。

(駐
車
監
視
員
資
格
者
証
返
納
命
令
書
)

第
９
条
の

17
委
託
規
則
第

14条
第
１
項
の
返
納
命
令
書
の
様
式
は

、別
記
様
式
第
７
号
の

22の
と
お
り
と

す
る

。

(書
類
の
提
出
先
等
)

第
９
条
の

18
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
書
類
は

、交
通
部
交
通
規
制
課
長
又
は
各

署
長
を
経
由
し
て
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
の
通
数
は

、正
副
２
通
と
す
る

。
別
記
様
式
第
７
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

様
式
第
７
号
(第
９
条
の
２

、第
９
条
の
５
関
係
)

(表
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

5

登
録

登
録
更
新
申
請
書

□
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

登
録

道
路
交
通
法
第

51条
の
８
□
第
７
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
更
新

の
申
請
を
し
ま
す

。

平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

様

(主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
)

(名
称
)

(代
表
者
の
氏
名
)

�

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

(登
録
更
新
申
請
の
場
合
の
み
記
載
)

※
登
録
番
号

※
登
録
年
月
日

※
受
理
番
号

※
受
理
年
月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

(
ふ
り
が
な
)

代
表
者
氏
名

法
人
の
種
類

主
た
る
事
業
所

の
所
在
地

(
ふ
り
が
な
)

法
人
の
名
称

１
株
式
会
社

２
有
限
会
社

３
財
団
法
人

４
社
団
法
人

５
そ
の
他
(

)

電
話
(

)
－

登
録
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
登
録
番
号

登
録
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
登
録
年
月
日
第

号
平
成

年
月

日
登
録

※添付書類

[法
人
関
係
]

□
定
款
・
寄
附
行
為
等

□
登
記
事
項
証
明
書

□
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
名
簿

□
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

□
資
機
材
を
保
有
す
る
旨
の
誓
約
書

□
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
写
し
(２
名
以
上
)

□
事
務
所
に
係
る
資
料

[各
役
員
関
係
]

□
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本

□
登
記
事
項
証
明
書

□
診
断
書

記
載
要
領
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と

。

(号外)



(裏
)

別
記
様
式
第
７
号
の
次
に
次
の

21様
式
を
加
え
る

。

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

6

証
紙
ち
よ
う
付
欄

様式第７号の２ (第９条の２関係)

役 員 名 簿

記載要領１ 番号１の欄には代表者について記載すること｡
２ 所定の欄に記載し得ないときは�別紙に記載の上�これを添付すること｡

(ふりがな)

法人名称
所在地

役

員

番号 役職名 氏 名 生 年 月 日 住 所

１ 明・大・昭・平 年 月 日

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(号外)



様
式
第
７
号
の
３
(第
９
条
の
２
関
係
)

様
式
第
７
号
の
４
(第
９
条
の
２
関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

7

備
考
用
紙
の
大
き
さ

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

診
断

書

住
所

氏
名

上
記
の
者
は�１

ア
ル
コ

ール�
麻
薬�

大
麻�

あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
に

該
当
し
な
い
旨

２
精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
確
認
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必

要
な
認
知�

判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
旨

を
診
断
し
ま
す

。

平
成

年
月

日

医
療
機
関
所
在
地

医
療
機
関
名

医
師

�
備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

誓
約

書

当
法
人
は�
道
路
交
通
法
第

51条
の
８
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

し
ま
す

。

１
道
路
交
通
法
第

51条
の

10の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ�
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
２

年
を
経
過
し
な
い
法
人

２
役
員
(業
務
を
執
行
す
る
社
員�
取
締
役�
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い�
相
談
役�
顧

問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員�
取

締
役�
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含

む

。)の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
法
人

�
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

�
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ�

又
は
道
路
交
通
法
第

119条
の
３
第
１
項
第
３
号
の
罪
を
犯
し
て
刑

に
処
せ
ら
れ�
そ
の
執
行
を
終
わ
り�
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
２

年
を
経
過
し
な
い
者

�
集
団
的
に�
又
は
常
習
的
に
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
各
号
に
掲
げ
る
罪

の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

�
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第

12条
若
し
く
は
第

12条
の
６
の
規
定
に

よ
る
命
令
又
は
同
法
第

12条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て�
当
該
命
令
又

は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
も
の

�
ア
ル
コ

ール�
麻
薬�
大
麻�
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

�
心
身
の
障
害
に
よ
り
確
認
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
者

広
島
県
公
安
委
員
会

様

平
成

年
月

日

(主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
)

(名
称
)

(代
表
者
の
氏
名
)

�

(号外)



様
式
第
７
号
の
５
(第
９
条
の
２
関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

8

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

誓
約

書

当
法
人
は�

車
両�

携
帯
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線
通
話
装
置�

地
図�

写
真
機
及
び
電
子

計
算
機
を
用
い
て
確
認
事
項
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す

。

広
島
県
公
安
委
員
会

様

平
成

年
月

日

(主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
)

(名
称
)

(代
表
者
の
氏
名
)

�
様式第７号の６ (第９条の３関係)

登 録 簿 ( )

登録番号 法 人 名 称 代表者氏名 主 た る 事 業 所 の 所 在 地 登録 (更新) 年月日 備 考

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

記載要領 備考欄には�登録の取消し�登録変更等の内容を記載すること｡
備考 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４とする｡

(号外)



様
式
第
７
号
の
７
(第
９
条
の
４
関
係
)

様
式
第
７
号
の
８
(第
９
条
の
４
関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

9

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

第
号

登
録
(更
新
)
通
知
書

(主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
)

(名
称
)

(代
表
者
の
氏
名
)

様

道
路
交
通
法
第

51条
の
８
□
第
１
項
に
規
定
す
る
登
録

□
第
６
項
に
規
定
す
る
登
録
の
更
新
を
行
い�
下
記
の
と
お
り
登
録

簿
に
記
載
し
た
の
で
通
知
し
ま
す

。

(注�
登
録
の
更
新
は�

有
効
期
限
の
６
月
前
か
ら
２
月
前
ま
で
の
間
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

。)

平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

登
録

番
号

登
録
(更
新
)
年
月
日

第
号

年
月

日
(有
効
期
限

年
月

日
)

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

第
号

登
録
(更
新
)
申
請
に
関
す
る
通
知
書

(主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
)

(名
称
)

(代
表
者
の
氏
名
)

様

平
成
年
月
日
付
け
の
道
路
交
通
法
第

51条
の
８
□
第
１
項
に
規
定
す
る
登
録

□
第
６
項
に
規
定
す
る
登
録
の
更
新
の

申
請
に
つ
い
て
は�
下
記
の
理
由
に
よ
り
登
録
(更
新
)
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
し
ま
す

。

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ

り�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
広
島
県
公
安
委
員
会
に
対

し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立
て
を
し
た

場
合
は�
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
者
す
る
者
は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

〒
730－

0011
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(０
８
２
)
２
２
８
－
０
１
１
０

照
会
先

(号外)



様
式
第
７
号
の
９
(第
９
条
の
６
関
係
)

様
式
第
７
号
の

10
(第
９
条
の
７
関
係
)

(表
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

10

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

第
号

登
録
取
消
処
分
通
知
書

(主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
)

(名
称
)

(代
表
者
の
氏
名
)

様

道
路
交
通
法
第

51条
の

10の
規
定
に
よ
り�

登
録
(登
録
番
号

第
号
)

を
取
り
消
し
た
の
で
通
知
す
る

。

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ

り�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
広
島
県
公
安
委
員
会
に
対

し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(た
だ
し�
行
政
手
続
法
(平
成
５
年
法
律
第

88号
)
第

27条
第

２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
ま

す

。)

。

ま
た�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立
て
を
し
た

場
合
は�
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
者
す
る
者
は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

〒
730－

0011
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(０
８
２
)
２
２
８
－
０
１
１
０

照
会
先

者 込 申

受
講
希
望

年
月
日

勤
務
先
そ
の

他
の
連
絡
先

生
年
月
日

氏
名

(ふ
り
が
な
)

住
所

本
籍

住
所

名
称
電
話
(

)
－

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

電
話
(

)
－

(自
宅
・
携
帯
)

別 性
男
・
女

備
考
１
申
込
者
は�
そ
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は�
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

平
成

年
月

日
広
島
県
公
安
委
員
会

様

(申
込
者
の
氏
名
)

�
※
修
了
証
明
書
番
号

※
修
了
証
明
書
交
付
年
月
日

※
受

理
番

号
※
受

理
年

月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

施 実

※
講
習
及
び

修
了
考
査
番
号

※
修
了
考
査

※
受
講
年
月
日

平
成

年
月

日

第
回
平
成

年
月

日
か
ら
２
日
間

※
修
了
考
査
の
結
果

合
・
否

記
載
要
領
１
※
印
欄
に
は�
記
載
し
な
い
こ
と

。

２
写
真
は�
申
込
み
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三
分
身�
無
背
景
の
縦
の

長
さ

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル�
横
の
長
さ

2.4セ
ン
チ
メ

ート
ル
の
も
の
と
す
る

。

写
真

(縦
3.0㎝

×
横

2.4㎝
)

(号外)



(裏
)

様
式
第
７
号
の

11
(第
９
条
の
７
関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

11

注
意

事
項

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
を
受
講
し�
そ
の
課
程
を
修
了
し
て
も
道
路
交
通
法
第

51条
の

13第
１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は�
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん

。

１
18歳

未
満
の
者

２
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

３
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ�

又
は
道
路
交
通
法
第

119条
の
３
第
１
項
第
３
号
の
罪
を
犯
し
て
刑
に

処
せ
ら
れ�
そ
の
執
行
を
終
わ
り�
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を

経
過
し
な
い
者

４
集
団
的
に�
又
は
常
習
的
に
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
各
号
に
掲
げ
る
罪
の

い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

５
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第

12条
若
し
く
は
第

12条
の
６
の
規
定
に
よ

る
命
令
又
は
同
法
第

12条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て�
当
該
命
令
又
は
指

示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
も
の

６
ア
ル
コ

ール�
麻
薬�
大
麻�
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

７
精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
確
認
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知�
判
断
及
び
意
思
疎
通

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

８
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ�
そ
の
返
納
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
者

証
紙
ち
よ
う
付
欄

※
場

所
(略

図
)

※
修
了
考
査
日

※
講
習
２
日
目

※
講
習
１
日
目

※
受
付
時
間

項
目

平
成

年
月

日
時

分

〜

平
成

年
月

日
時

分

〜

平
成

年
月

日
時

分

〜

講
習
各
日

時
分

〜

時
分

修
了
考
査

時
分

〜

時
分

日
時

検
印

ふ
り
が
な

氏
名

(男
・
女
)

生
年
月
日

昭
・
平

年
月

日
生

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票

※
番

号

(号外)



様
式
第
７
号
の

12
(第
９
条
の
８
関
係
)

様
式
第
７
号
の

13
(第
９
条
の
９
関
係
)

(表
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

12

備
考
１
申
請
者
は�
そ
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は�
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

※
証
明
書
再
交
付
年
月
日

※
受

理
番

号
※
受
理
年
月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
(認
定
書
)
再
交
付
申
請
書

平
成

年
月

日
広
島
県
公
安
委
員
会

様

(申
請
者
の
氏
名
)

�
再
交
付
を
申
請

す
る
事
由

書 明 証

交
付
年
月
日

番
号

平
成

年
月

日

記
載
要
領
１
※
印
欄
に
は�
記
載
し
な
い
こ
と

。

２
｢再
交
付
を
申
請
す
る
事
由
｣
欄
に
は�
亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と

。

３
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は�
別
紙
に
記
載
の
上�
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

。

者 請 申

勤
務
先

生
年
月
日

氏
名

(ふ
り
が
な
)

住
所

本
籍

住
所

名
称
電
話
(

)
－

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

電
話
(

)
－

(自
宅
・
携
帯
)

別 性
男
・
女

認
定

申
請

書

平
成

年
月

日
広
島
県
公
安
委
員
会

様

(申
請
者
の
氏
名
)

�

備
考
１
申
請
者
は�
そ
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は�
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。 ※
認
定
書
番
号

※
認
定
年
月
日

※
受
理
番
号

※
受
理
年
月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

者 請 申

勤
務
先
そ
の

他
の
連
絡
先

生
年
月
日

氏
名

(ふ
り
が
な
)

住
所

本
籍

住
所

名
称
電
話
(

)
－

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

電
話
(

)
－

(自
宅
・
携
帯
)

別 性
男
・
女

写
真

(縦
3.0㎝

×
横

2.4㎝
)

施 実
※
受
検
番
号

※
認
定
考
査
日

第
回
平
成

年
月

日
※
認
定
考
査
の
結
果

合
・
否

記
載
要
領
１
※
印
欄
に
は�
記
載
し
な
い
こ
と

。

２
写
真
は�
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三
分
身�
無
背
景
の
縦
の
長

さ
3.0セ

ン
チ
メ

ート
ル�
横
の
長
さ

2.4セ
ン
チ
メ

ート
ル
の
も
の
を
は
り
付
け
る
こ
と

。

３
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第

10条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と

。

(号外)



(裏
)

様
式
第
７
号
の

14
(第
９
条
の

10関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

13

証
紙
ち
よ
う
付
欄

ふ
り
が
な

氏
名

(男
・
女
)

生
年
月
日

昭
・
平

年
月

日
生

駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
検
票

※
場

所
(略

図
)

※
認
定
考
査

※
受
付
時
間

項
目

平
成

年
月

日
時

分
開
始

時
分

〜

時
分
の
間

日
時

検
印

※
番

号

(号外)



様
式
第
７
号
の

15
(第
９
条
の

11関
係
)

様
式
第
７
号
の

16
(第
９
条
の

12関
係
)

(表
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

14

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

第
号

駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
に
関
す
る
通
知
書

(住
所
)

(氏
名
)

様

平
成

年
月

日
付
け
の
道
路
交
通
法
第

51条
の

13第
１
項
第
１
号
ロ
の
規
定
に
よ

る
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は�

下
記
の
理
由
に
よ
り
認
定
し
な
い
こ
と
と
し

た
の
で
通
知
し
ま
す

。

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ

り�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
広
島
県
公
安
委
員
会
に
対

し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立
て
を
し
た

場
合
は�
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
者
す
る
者
は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。
平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

〒
730－

0011
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(０
８
２
)
２
２
８
－
０
１
１
０

照
会
先

者 請 申

勤
務
先
そ
の

他
の
連
絡
先

生
年
月
日

氏
名

(ふ
り
が
な
)

住
所

本
籍

住
所

名
称
電
話
(

)
－

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

電
話
(

)
－

(自
宅
・
携
帯
)

別 性
男
・
女

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
書

平
成

年
月

日
広
島
県
公
安
委
員
会

様

(申
請
者
の
氏
名
)

�

備
考
１
申
請
者
は�
そ
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は�
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

書 明 証

交
付
年
月
日

番
号

平
成

年
月

日

※
資
格
者
証
番
号

※
交
付
年
月
日

※
受
理
番
号

※
受
理
年
月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

類 書 付 添 ※
□

修
了
証
明
書
又
は
認
定
書

□
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本

□
登
記
事
項
証
明
書

□
診
断
書

□
誓
約
書

□
写
真
２
枚
(う
ち
１
枚
ち
よ
う
付
)

記
載
要
領
１
※
印
欄
に
は�
記
載
し
な
い
こ
と

。

２
写
真
は�
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三
分
身�
無
背
景
の
縦
の
長

さ
3.0セ

ン
チ
メ

ート
ル�
横
の
長
さ

2.4セ
ン
チ
メ

ート
ル
の
も
の
と
し�
裏
面
に
氏
名
と
撮

影
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

。

写
真

(縦
3.0㎝

×
横

2.4㎝
)

(号外)



(裏
)

様
式
第
７
号
の

17
(第
９
条
の

12関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

15

証
紙
ち
よ
う
付
欄

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

誓
約

書

私
は�

道
路
交
通
法
第

51条
の

13第
１
項
第
２
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す

。

１
18歳

未
満
の
者

２
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

３
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ�

又
は
道
路
交
通
法
第

119条
の
３
第
１
項
第
３
号
の
罪
を
犯
し
て
刑
に

処
せ
ら
れ�
そ
の
執
行
を
終
わ
り�
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を

経
過
し
な
い
者

４
集
団
的
に�
又
は
常
習
的
に
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
各
号
に
掲
げ
る
罪
の

い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

５
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第

12条
若
し
く
は
第

12条
の
６
の
規
定
に
よ

る
命
令
又
は
同
法
第

12条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て�
当
該
命
令
又
は
指

示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
も
の

６
ア
ル
コ

ール�
麻
薬�
大
麻�
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

７
精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
確
認
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知�
判
断
及
び
意
思
疎
通

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

８
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ�
そ
の
返
納
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
者

広
島
県
公
安
委
員
会

様

平
成

年
月

日

住
所

氏
名

�

(号外)



様
式
第
７
号
の

18
(第
９
条
の

13関
係
)

様
式
第
７
号
の

19
(第
９
条
の

14関
係
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

16

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
者
名
簿

特
記
事
項
に
は
再
交
付
歴�
返
納
命
令
歴
等
を
記
載
す
る
こ
と

。

修
了
証
明
書
番
号
等

交
付
年
月
日

年
月

日

資
格
者
証
番
号

連
絡
先

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

住
所

本
籍

(
)

－
(自
宅
・
携
帯
)

(男
・
女
)

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

再
交

付
Ｈ

・
・

Ｈ
・

・
書

換
え

Ｈ
・

・
Ｈ

・
・

返
納
命
令

Ｈ
・

・

修
了
証
明
書
番
号
等

交
付
年
月
日

年
月

日

資
格
者
証
番
号

連
絡
先

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

住
所

本
籍

(
)

－
(自
宅
・
携
帯
)

(男
・
女
)

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

再
交

付
Ｈ

・
・

Ｈ
・

・
書

換
え

Ｈ
・

・
Ｈ

・
・

返
納
命
令

Ｈ
・

・

修
了
証
明
書
番
号
等

交
付
年
月
日

年
月

日

資
格
者
証
番
号

連
絡
先

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

住
所

本
籍

(
)

－
(自
宅
・
携
帯
)

(男
・
女
)

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

再
交

付
Ｈ

・
・

Ｈ
・

・
書

換
え

Ｈ
・

・
Ｈ

・
・

返
納
命
令

Ｈ
・

・

修
了
証
明
書
番
号
等

交
付
年
月
日

年
月

日

資
格
者
証
番
号

連
絡
先

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

住
所

本
籍

(
)

－
(自
宅
・
携
帯
)

(男
・
女
)

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

再
交

付
Ｈ

・
・

Ｈ
・

・
書

換
え

Ｈ
・

・
Ｈ

・
・

返
納
命
令

Ｈ
・

・

修
了
証
明
書
番
号
等

交
付
年
月
日

年
月

日

資
格
者
証
番
号

交
付
内
容

連
絡
先

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

住
所

本
籍

(
)

－
(自
宅
・
携
帯
)

(男
・
女
)

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

再
交

付
Ｈ

・
・

Ｈ
・

・
書

換
え

Ｈ
・

・
Ｈ

・
・

返
納
命
令

Ｈ
・

・

特
記
事
項

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

第
号

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
に
関
す
る
通
知
書

(住
所
)

(氏
名
)

様

平
成

年
月

日
付
け
の
道
路
交
通
法
第

51条
の

13第
１
項
に
規
定
す
る
駐
車
監
視

員
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
に
つ
い
て
は�

下
記
の
理
由
に
よ
り
交
付
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
で

通
知
し
ま
す

。

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ

り�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
広
島
県
公
安
委
員
会
に
対

し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立
て
を
し
た

場
合
は�
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
者
す
る
者
は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

〒
730－

0011
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(０
８
２
)
２
２
８
－
０
１
１
０

照
会
先

(号外)



様
式
第
７
号
の

20
(第
９
条
の

15関
係
)

(表
)

(裏
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

17

者 請 申

勤
務
先
そ
の

他
の
連
絡
先

生
年
月
日

氏
名

(ふ
り
が
な
)

住
所

本
籍

住
所

名
称
電
話
(

)
－

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

電
話
(

)
－

(自
宅
・
携
帯
)

別 性
男
・
女

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
申
請
書

平
成

年
月

日
広
島
県
公
安
委
員
会

様

(申
請
者
の
氏
名
)

�

備
考
１
申
請
者
は�
そ
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は�
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

書
換
え
交
付
を

申
請
す
る
事
由

号 番 証 者 格 資

交
付
年
月
日

資
格
者
証

番
号

平
成

年
月

日

写
真

(縦
3.0㎝

×
横

2.4㎝
)

※
交
付
年
月
日

※
受
理
番
号

※
受
理
年
月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

記
載
要
領
１
※
印
欄
に
は�
記
載
し
な
い
こ
と

。

２
｢書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
事
由
｣
欄
に
は�
変
更
事
項
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
す

る
こ
と

。

３
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は�
別
紙
に
記
載
の
上�
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

。

証
紙
ち
よ
う
付
欄

(号外)



様
式
第
７
号
の

21
(第
９
条
の

16関
係
)

(表
)

(裏
)

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

18

者 請 申

勤
務
先
そ
の

他
の
連
絡
先

生
年
月
日

氏
名

(ふ
り
が
な
)

住
所

本
籍

住
所

名
称
電
話
(

)
－

昭
・
平

年
月

日
生

〒
－

都
道
府
県

電
話
(

)
－

(自
宅
・
携
帯
)

別 性
男
・
女

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書

平
成

年
月

日
広
島
県
公
安
委
員
会

様

(申
請
者
の
氏
名
)

�

備
考
１
申
請
者
は�
そ
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は�
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。 ※
交
付
年
月
日

※
受
理
番
号

※
受
理
年
月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

再
交
付
を

申
請
す
る
事
由

号 番 証 者 格 資

交
付
年
月
日

資
格
者
証

番
号

平
成

年
月

日

写
真

(縦
3.0㎝

×
横

2.4㎝
)

記
載
要
領
１
※
印
欄
に
は�
記
載
し
な
い
こ
と

。

２
｢再
交
付
を
申
請
す
る
事
由
｣
欄
に
は�
亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と

。

３
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は�
別
紙
に
記
載
の
上�
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

。

証
紙
ち
よ
う
付
欄

(号外)



様
式
第
７
号
の

22
(第
９
条
の

17関
係
)

附
則

(施
行
期
日
)

１
こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成

16年
法
律
第

90号
)
附
則

第
１
条
第
４
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

。た
だ
し�

次
項
の
規
定
は�

公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る

。

(経
過
措
置
)

２
こ
の
公
安
委
員
会
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
９
条
の
２
の
登
録
の
申
請
等
に
係
る
手
続
そ
の
他
確
認
事

務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
手
続
は�
こ
の
公
安
委
員
会
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る

。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
規規規
程程程

広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第
４
号

行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
程
の
整
理
等
に
関
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
程
の
整
理

等
に
関
す
る
規
程

(広
島
県
公
安
委
員
会
の
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
)

第
１
条

広
島
県
公
安
委
員
会
の
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
規
程
(平
成

14年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第

１
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

第
５
条
第
４
号
中
｢第

78条
の
２
｣
を
｢第

79条
｣
に
改
め
る

。

(広
島
県
公
安
委
員
会
の
公
用
文
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
)

第
２
条

広
島
県
公
安
委
員
会
の
公
用
文
に
関
す
る
規
程
(昭
和

35年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

別
記
第
６
の
１
中

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

19

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

第
号

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
返
納
命
令
書

(住
所
)

(氏
名
)

様

道
路
交
通
法
第

51条
の

13第
２
項
の
規
定
に
よ
り�
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
(第

号
)

の
返
納
を
命
ず
る

。

理
由

こ
の
返
納
命
令
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は�
そ
の
交
付
の
日
か
ら

10日
以
内
に
当
該
駐
車
監
視
員
資
格
者
証

を
当
該
返
納
命
令
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ

り�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�
広
島
県
公
安
委
員
会
に
対

し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(た
だ
し�
行
政
手
続
法
(平
成
５
年
法
律
第

88号
)
第

27条
第

２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
ま

す

。)

。

ま
た�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会

に
対
し
て
上
記
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
は�
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所

に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
者
す
る
者
は

広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

平
成

年
月

日

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

〒
730－

0011
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(０
８
２
)
２
２
８
－
０
１
１
０

照
会
先

(号外)



第
６
の
１
の
説
明
事
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。
６

行
政
事
件
訴
訟
法
(昭
和

37年
法
律
第

139号
)
に
基
づ
く
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
処
分
を
す
る
と
き
は

、必
ず
教
示
文
を
付
す

。
(行
政
不
服
審
査
手
続
規
程
の
一
部
改
正
)

第
３
条

行
政
不
服
審
査
手
続
規
程
(平
成

14年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第

12号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

。

目
次
中
｢第
６
条
｣
を
｢第
７
条
｣
に�

｢第
７
条
｣
を
｢第
８
条
｣
に
改
め
る

。

別
記
様
式
第

31号
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

注
こ
の
裁
決
に
不
服
が
あ
り�

原
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
は�

こ
の
裁
決
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�

広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁

判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
広
島
県
公

安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

別
記
様
式
第

33号
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

注
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
り�

原
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
は�

こ
の
決
定
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�

広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁

判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
広
島
県
公

安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
程
は�

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。

広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第
６
号

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
(昭
和
３
３
年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

。

本
則
第
１
項
の
表
中

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
程
は�

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

24号

昭
和

42年
広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

24号
(警
察
に
お
い
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
の
食
料
に
要
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｢
□
教
示

□
□
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

□
算
し
て

60日
以
内
に�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
(第
５

□
条
)
の
規
定
に
よ
っ
て�
広
島
県
公
安
委
員
会
(国
家
公
安
委
員
会
)
に
対
し
て�
異
議

□
申
立
て
(審
査
請
求
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

｣

を

｢
□
教
示

□
□
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)

□
第
６
条
の
規
定
に
よ
り�
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

□
60日

以
内
に�
広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

□
□
ま
た�
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記

□
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
は�
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定

□
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�
広
島
県
を
被
告

□
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

□
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

｣

に
改
め�同

広
島
県

公
安
委

員
会

｢

18ミ
リ
メ

ート
ル
平
方

4.5ミ
リ
メ

ート
ル
平
方

証
明
書
用

自
動
車
等
運
転
免
許
用

｣

を

広
島
県

公
安
委

員
会

広
島
県

公
安
委

員
会

広
島
県

公
安
委

員
会

｢

10ミ
リ
メ

ート
ル
平
方

18ミ
リ
メ

ート
ル
平
方

4.5ミ
リ
メ

ート
ル
平
方

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
用

証
明
書
用

１
自
動
車
等
運
転
免
許
用

２
運
転
経
歴
証
明
書
用

｣

に
改
め
る
。

広
島
県

公
安
委

員
会

(号外)



す
る
経
費
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し�

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

本
文
中
｢日
額

1,182円
(朝
食

394円

、昼
食

394円
及
び
夕
食

394円
)｣
を
｢日
額

1,180円
(朝
食

39

3円

、昼
食

393円
及
び
夕
食

394円
)｣
に
改
め
る

。

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

25号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

108条
の

32の
2第

1項
の
運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
つ
い
て�

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
(平
成

12年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣

と
い
う

。)
第
１
条
第
７
号
に
規
定
す
る
課
程
を
認
定
し
た
の
で�

同
法
第

108条
の

32の
２
第
２
項
の
規
定

に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫
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(号外)

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇

6180番
地

中
国
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
福
居
裕
晃

呉
市
広
駅
前
二
丁
目
２
番

33号
株
式
会
社
呉
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
下
竹
正
寛

広
島
市
南
区
宇
品
東
三
丁
目
１
番

50
号高
島
産
業
株
式
会
社
広
島
支
社

代
表
取
締
役
田
中
浩
洋

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号
財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

会
長
渡
邉
一
秀

認
定
を
受
け
た
者

賀
茂
自
動
車
学
校

呉
自
動
車
学
校

中
国
自
動
車
学
校

広
島
県
福
山
自
動
車
学
校

広
島
県
三
次
自
動
車
学
校

広
島
県
自
動
車
学
校

使
用
す
る
施
設
の
名
称

運
転

免
許

取
得

者
教

育

東
広
島
市
西
条
中
央
三
丁
目
７
番

13号

呉
市
広
駅
前
二
丁
目
２
番

33号

広
島
市
南
区
宇
品
東
三
丁
目
１
番

50号

福
山
市
津
之
郷
町
大
字
加
屋

58番
地
の
２

三
次
市
畠
敷
町

1880番
地
の

11

広
島
市
西
区
観
音
新
町
四
丁
目

13
番

20号

使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

課
程
の
区
分

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
課

程 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
二
人
乗
り
課
程

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
教

育
課
程 課
程
の
名
称

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

認
定
年
月
日
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三
次
市
東
酒
屋
町

545番
地

株
式
会
社
三
次
イ
ン
タ

ー自
動
車
学

校代
表
取
締
役
升
本
健
三

広
島
市
安
佐
北
区
上
深
川
町

125番
地有
限
会
社
高
陽
自
動
車
学
校

取
締
役
田
上
克
彦

安
芸
郡
熊
野
町

5640番
地
の
１

株
式
会
社
テ
ク
ノ
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
竹
内
正
彦

広
島
市
西
区
山
田
町

30番
地

株
式
会
社
広
島
モ

ータ

ース
ク

ール
代
表
取
締
役
奥
原
賢
次
郎

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
四
丁
目
８
番

30号
株
式
会
社
ロ
イ
ヤ
ル
コ

ーポ
レ

ーシ
ョ

ン代
表
取
締
役
寺
岡
晋
作

安
芸
郡
熊
野
町
大
字
平
谷

654番
地

の
１
熊
野
自
動
車
学
校
有
限
会
社

代
表
取
締
役
馬
場
祝
男

広
島
市
安
佐
南
区
伴
西
一
丁
目
１
番

１
号
株
式
会
社
ア
フ
ィ
ス

代
表
取
締
役
新
原
靖

呉
市
広
古
新
開
二
丁
目

12番
１
号

株
式
会
社
三
和
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
大
番
勝
彦

広
島
市
西
区
観
音
新
町
二
丁
目

10番
17号
株
式
会
社
広
自
セ
ン
タ

ー

代
表
取
締
役
上
田
武

江
田
島
市
江
田
島
町
鷲
部
四
丁
目
３

番
23号
株
式
会
社
江
田
島
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
鈴
木
信
男

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
南
一
丁
目
６

番
17号
株
式
会
社
可
部
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
社
長
花
谷
一
宏

竹
原
市
中
央
四
丁
目
９
番
１
号

株
式
会
社
竹
原
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
梅
田
一
榮

三
次
イ
ン
タ

ー自
動
車
学
校

高
陽
自
動
車
学
校

テ
ク
ノ
自
動
車
学
校

広
島
モ

ータ

ース
ク

ール

ロ
イ
ヤ
ル
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク

ール

ロ
イ
ヤ
ル
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク

ール
広
島

熊
野
自
動
車
学
校

沼
田
自
動
車
学
校

三
和
自
動
車
学
校

広
島
中
央
自
動
車
学
校

江
田
島
自
動
車
学
校

可
部
自
動
車
学
校

竹
原
自
動
車
学
校

三
次
市
東
酒
屋
町

545番
地

広
島
市
安
佐
北
区
上
深
川
町

125
番
地

安
芸
郡
熊
野
町

5640番
地
の
１

広
島
市
西
区
山
田
町

30番
地

福
山
市
松
永
町
四
丁
目

15番
31号

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
五
丁
目
２

番
４
号

安
芸
郡
熊
野
町
大
字
平
谷

654番
地
の
１

広
島
市
安
佐
南
区
伴
西
一
丁
目
１

番
１
号

呉
市
広
古
新
開
二
丁
目

12番
１
号

広
島
市
西
区
観
音
新
町
二
丁
目

10
番

17号

江
田
島
市
江
田
島
町
鷲
部
四
丁
目

３
番

23号

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
南
一
丁
目

６
番

17号

竹
原
市
中
央
四
丁
目
９
番
１
号

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
課

程 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

普
通
二
輪
車
二
人
乗
り
教

育 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ース

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ース

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
教

育
コ

ース

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
教

育 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
安

全
教
育

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
教

育 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日



警警警

察察察

本本本

部部部

告告告

示示示

広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
２
号

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

158条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�
パ

ーキ
ン
グ
・
メ

ー

タ

ー作
動
及
び
パ

ーキ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
及
び
収
納
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託

し
た

。
平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

１
受
託
者

�
名
称

財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

�
住
所

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号

２
委
託
期
間

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら
平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

23

(号外)

尾
道
市
正
徳
町

25番
15号

和
泉
鋼
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役
和
泉
伸
毅

福
山
市
瀬
戸
町
長
和

910番
地
の
１

株
式
会
社
フ
タ
バ
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
浦
上
修

福
山
市
御
幸
町
森
脇

250番
地

株
式
会
社�
田
川
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク

ール
代
表
取
締
役
竹
本
欣
吾

福
山
市
蔵
王
町

3815番
地

株
式
会
社
山
陽
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
横
田
博
士

福
山
市
今
津
町
七
丁
目
３
番

19号
株
式
会
社
備
南
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
社
長
井
上
道
信

尾
道
市
向
東
町

8893番
地
１

株
式
会
社
広
島
県
尾
道
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
半
田
孝
治

福
山
市
北
本
庄
四
丁
目
６
番
１
号

株
式
会
社
東
洋
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル代
表
取
締
役
横
田
ツ
ル
ヱ

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁

目
１
番

10号
ト
ス
コ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
末
次
正
之

府
中
市
土
生
町

1488番
地
の
１

有
限
会
社
広
島
県
府
中
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役
橋
本
知
津
恵

コ
ス
モ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ール

フ
タ
バ
自
動
車
学
校

�
田
川
自
動
車
学
校

山
陽
自
動
車
学
校

備
南
自
動
車
学
校

広
島
県
尾
道
自
動
車
学
校

東
洋
自
動
車
学
校

ト
ス
コ
三
原
自
動
車
学
校

広
島
県
府
中
自
動
車
学
校

福
山
市
大
門
町
五
丁
目
５
番
３
号

福
山
市
瀬
戸
町
長
和

910番
地
の

１ 福
山
市
御
幸
町
森
脇

250番
地

福
山
市
蔵
王
町

3815番
地

福
山
市
高
西
町
川
尻
天
保
新
涯

26
番
地

尾
道
市
向
東
町

8893番
地
１

福
山
市
北
本
庄
四
丁
目
６
番
１
号

三
原
市
城
町
三
丁
目

10番
２
号

府
中
市
土
生
町

1488番
地
の
１

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

規
則
第
１
条
第
７
号
に
規

定
す
る
課
程

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

｢自
動
二
輪
車
二
人
乗
り

コ

ース
｣

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

習
熟
二
輪
課
程
(二
人
乗

り
)

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

二
輪
二
人
乗
り
課
程

広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
コ

ー

ス 広
島
県
公
安
委
員
会
認
定

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
課

程

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日

平
成

17年
３
月

23日



広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
３
号

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

158条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

原
付
講
習
に
係
る

講
習
手
数
料
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

24

株
式
会
社
ロ
イ
ヤ
ル
コ

ーポ
レ

ーシ
ョ

ン 熊
野
自
動
車
学
校
有
限
会
社

株
式
会
社
ア
フ
ィ
ス

中
国
開
発
株
式
会
社

株
式
会
社
三
和
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
自
セ
ン
タ

ー

株
式
会
社
久
留
島
モ

ータ
リ
ゼ

ーシ
ョ

ン 株
式
会
社
江
田
島
自
動
車
学
校

株
式
会
社
可
部
自
動
車
学
校

株
式
会
社
竹
原
自
動
車
学
校

株
式
会
社
早
稲
田
自
動
車
学
園

株
式
会
社
呉
自
動
車
学
校

高
島
産
業
株
式
会
社
広
島
支
社

財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

名
称

委
託

し
た

者

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
四
丁
目
８
番

30号

安
芸
郡
熊
野
町
大
字
平
谷

654番
地
の
１

広
島
市
安
佐
南
区
伴
西
一
丁
目
１
番
１
号

広
島
市
西
区
庚
午
南
二
丁
目

34番
23号

呉
市
広
古
新
開
二
丁
目

12番
１
号

広
島
市
西
区
観
音
新
町
二
丁
目

10番
17号

安
芸
郡
海
田
町
蟹
原
一
丁
目
４
番

73号

江
田
島
市
江
田
島
町
鷲
部
四
丁
目
３
番

23
号 広
島
市
安
佐
北
区
可
部
南
一
丁
目
６
番

17
号 竹
原
市
中
央
四
丁
目
９
番
１
号

広
島
市
西
区
井
口
一
丁
目
３
番

20号

呉
市
広
駅
前
二
丁
目
２
番

33号

広
島
市
南
区
宇
品
東
三
丁
目
１
番

50号

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号

所
在

地

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

委
託

期
間

有
限
会
社
庄
原
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
東
城
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
上
下
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
世
羅
自
動
車
教
習
所

道
祖
園
株
式
会
社

和
泉
鋼
材
株
式
会
社

株
式
会
社
フ
タ
バ
自
動
車
学
校

株
式
会
社
芦
田
川
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル 株
式
会
社
山
陽
自
動
車
学
校

株
式
会
社
備
南
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
島
県
尾
道
自
動
車
学
校

株
式
会
社
東
洋
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル ト
ス
コ
株
式
会
社

中
国
産
業
株
式
会
社

有
限
会
社
広
島
県
府
中
自
動
車
学
校

株
式
会
社
三
次
イ
ン
タ

ー自
動
車
学
校

有
限
会
社
高
陽
自
動
車
学
校

株
式
会
社
テ
ク
ノ
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
島
モ

ータ

ース
ク

ール

庄
原
市
三
日
市
町

19番
地

庄
原
市
東
城
町
戸
宇

588番
地

府
中
市
上
下
町
深
江

1033番
地

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
本
郷

715番
地

安
芸
郡
海
田
町
東
昭
和
町
６
番

13号

尾
道
市
正
徳
町

25番
15号

福
山
市
瀬
戸
田
町
大
字
長
和

910番
地
の

１ 福
山
市
御
幸
町
森
脇

250番
地

福
山
市
蔵
王
町

3815番
地

福
山
市
今
津
町
七
丁
目
３
番

19号

尾
道
市
向
東
町

8893番
地
１

福
山
市
北
本
庄
四
丁
目
６
番
１
号

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
１

番
10号

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇

6180番
地

府
中
市
土
生
町

1488番
地
の
１

三
次
市
東
酒
屋
町

545番
地

広
島
市
安
佐
北
区
上
深
川
町

125番
地

安
芸
郡
熊
野
町

5640番
地
の
１

広
島
市
西
区
山
田
町

30番
地

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

(号外)



広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
４
号

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

158条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

初
心
運
転
者
講
習

に
係
る
通
知
手
数
料
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
５
号

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

158条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

高
齢
者
講
習
に
係

る
講
習
手
数
料
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号

25

有
限
会
社
く
す
の
木
台
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
ハ
ッ
ピ

ー

佐
古
田
邦
章

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
く
す
の
木

台
603番

地
の
１

東
広
島
市
黒
瀬
町
津
江

608番
地

安
芸
高
田
市
吉
田
町
国
司

501番
地
の

10

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

ト
ス
コ
株
式
会
社

株
式
会
社
広
島
モ

ータ

ース
ク

ール

熊
野
自
動
車
学
校
有
限
会
社

株
式
会
社
久
留
島
モ

ータ
リ
ゼ

ーシ
ョ

ン 株
式
会
社
竹
原
自
動
車
学
校

中
国
産
業
株
式
会
社

株
式
会
社
早
稲
田
自
動
車
学
園

株
式
会
社
呉
自
動
車
学
校

株
式
会
社
ロ
イ
ヤ
ル
コ

ーポ
レ

ーシ
ョ

ン 財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

名
称

委
託

し
た

者

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
１

番
10号

広
島
市
西
区
山
田
町

30番
地

安
芸
郡
熊
野
町
大
字
平
谷

654番
地
の
１

安
芸
郡
海
田
町
蟹
原
一
丁
目
４
番

73号

竹
原
市
中
央
四
丁
目
９
番
１
号

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇

6180番
地

広
島
市
西
区
井
口
一
丁
目
３
番

20号

呉
市
広
駅
前
二
丁
目
２
番

33号

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
四
丁
目
８
番

30号

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号

所
在

地

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

委
託

期
間

株
式
会
社
ア
フ
ィ
ス

中
国
開
発
株
式
会
社

株
式
会
社
広
自
セ
ン
タ

ー

株
式
会
社
江
田
島
自
動
車
学
校

株
式
会
社
可
部
自
動
車
学
校

高
島
産
業
株
式
会
社
広
島
支
社

株
式
会
社
芦
田
川
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル 株
式
会
社
山
陽
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
島
県
尾
道
自
動
車
学
校

株
式
会
社
東
洋
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル

広
島
市
安
佐
南
区
伴
西
一
丁
目
１
番
１
号

広
島
市
西
区
庚
午
南
二
丁
目

34番
23号

広
島
市
西
区
観
音
新
町
二
丁
目

10
番

17
号 江
田
島
市
江
田
島
町
鷲
部
四
丁
目
３
番

23
号 広
島
市
安
佐
北
区
可
部
南
一
丁
目
６
番

17
号 広
島
市
南
区
宇
品
東
三
丁
目
１
番

50号

福
山
市
御
幸
町
森
脇

250番
地

福
山
市
蔵
王
町

3815番
地

尾
道
市
向
東
町

8893番
地
１

福
山
市
北
本
庄
四
丁
目
６
番
１
号

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

株
式
会
社
呉
自
動
車
学
校

高
島
産
業
株
式
会
社
広
島
支
社

財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

名
称

委
託

し
た

者

呉
市
広
駅
前
二
丁
目
２
番

33号

広
島
市
南
区
宇
品
東
三
丁
目
１
番

50号

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号

所
在

地

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

委
託

期
間

(号外)



広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
６
号

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

158条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

違
反
者
講
習
に
係

る
講
習
手
数
料
及
び
通
知
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号
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株
式
会
社
東
洋
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル ト
ス
コ
株
式
会
社

中
国
産
業
株
式
会
社

有
限
会
社
広
島
県
府
中
自
動
車
学
校

株
式
会
社
三
次
イ
ン
タ

ー自
動
車
学
校

有
限
会
社
高
陽
自
動
車
学
校

株
式
会
社
テ
ク
ノ
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
島
モ

ータ

ース
ク

ール

株
式
会
社
ロ
イ
ヤ
ル
コ

ーポ
レ

ーシ
ョ

ン 熊
野
自
動
車
学
校
有
限
会
社

株
式
会
社
ア
フ
ィ
ス

中
国
開
発
株
式
会
社

株
式
会
社
三
和
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
自
セ
ン
タ

ー

株
式
会
社
久
留
島
モ

ータ
リ
ゼ

ーシ
ョ

ン 株
式
会
社
江
田
島
自
動
車
学
校

株
式
会
社
可
部
自
動
車
学
校

株
式
会
社
竹
原
自
動
車
学
校

株
式
会
社
早
稲
田
自
動
車
学
園

福
山
市
北
本
庄
四
丁
目
６
番
１
号

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
１

番
10号

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇

6180番
地

府
中
市
土
生
町

1488番
地
の
１

三
次
市
東
酒
屋
町

545番
地

広
島
市
安
佐
北
区
上
深
川
町

125番
地

安
芸
郡
熊
野
町

5640番
地
の
１

広
島
市
西
区
山
田
町

30番
地

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
四
丁
目
８
番

30号

安
芸
郡
熊
野
町
大
字
平
谷

654番
地
の
１

広
島
市
安
佐
南
区
伴
西
一
丁
目
１
番
１
号

広
島
市
西
区
庚
午
南
二
丁
目

34番
23号

呉
市
広
古
新
開
二
丁
目

12番
１
号

広
島
市
西
区
観
音
新
町
二
丁
目

10番
17号

安
芸
郡
海
田
町
蟹
原
一
丁
目
４
番

73号

江
田
島
市
江
田
島
町
鷲
部
四
丁
目
３
番

23
号 広
島
市
安
佐
北
区
可
部
南
一
丁
目
６
番

17
号 竹
原
市
中
央
四
丁
目
９
番
１
号

広
島
市
西
区
井
口
一
丁
目
３
番

20号

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

有
限
会
社
く
す
の
木
台
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
ハ
ッ
ピ

ー

佐
古
田
邦
章

有
限
会
社
庄
原
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
東
城
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
上
下
自
動
車
教
習
所

有
限
会
社
世
羅
自
動
車
教
習
所

道
祖
園
株
式
会
社

和
泉
鋼
材
株
式
会
社

株
式
会
社
フ
タ
バ
自
動
車
学
校

株
式
会
社
芦
田
川
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー

ル 株
式
会
社
山
陽
自
動
車
学
校

株
式
会
社
備
南
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
島
県
尾
道
自
動
車
学
校

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
く
す
の
木

台
603番

地
の
１

東
広
島
市
黒
瀬
町
津
江

608番
地

安
芸
高
田
市
吉
田
町
国
司

501番
地
の

10

庄
原
市
三
日
市
町

19番
地

庄
原
市
東
城
町
戸
宇

588番
地

府
中
市
上
下
町
深
江

1033番
地

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
本
郷

715番
地

安
芸
郡
海
田
町
東
昭
和
町
６
番

13号

尾
道
市
正
徳
町

25番
15号

福
山
市
瀬
戸
町
大
字
長
和

910番
地
の
１

福
山
市
御
幸
町
森
脇

250番
地

福
山
市
蔵
王
町

3815番
地

福
山
市
今
津
町
七
丁
目
３
番

19号

尾
道
市
向
東
町

8893番
地
１

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

(号外)



広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
７
号

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

158条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習

及
び
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
(簡
易
)
に
係
る
講
習
手
数
料
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た

。

平
成

17年
４
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

平成17年 4月 1日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 6 号
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財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

名
称

委
託

し
た

者

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号

所
在

地

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

委
託

期
間

株
式
会
社
ア
フ
ィ
ス

中
国
開
発
株
式
会
社

株
式
会
社
三
和
自
動
車
学
校

株
式
会
社
広
自
セ
ン
タ

ー

株
式
会
社
久
留
島
モ

ータ
リ
ゼ

ーシ
ョ

ン 株
式
会
社
江
田
島
自
動
車
学
校

株
式
会
社
可
部
自
動
車
学
校

株
式
会
社
竹
原
自
動
車
学
校

株
式
会
社
早
稲
田
自
動
車
学
園

高
島
産
業
株
式
会
社
広
島
支
社

財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

名
称

委
託

し
た

者

広
島
市
安
佐
南
区
伴
西
一
丁
目
１
番
１
号

広
島
市
西
区
庚
午
南
二
丁
目

34番
23号

呉
市
広
古
新
開
二
丁
目

12番
１
号

広
島
市
西
区
観
音
新
町
二
丁
目

10番
17号

安
芸
郡
海
田
町
蟹
原
一
丁
目
４
番

73号

江
田
島
市
江
田
島
町
鷲
部
四
丁
目
３
番

23
号 広
島
市
安
佐
北
区
可
部
南
一
丁
目
６
番

17
号 竹
原
市
中
央
四
丁
目
９
番
１
号

広
島
市
西
区
井
口
一
丁
目
３
番

20号

広
島
市
南
区
宇
品
東
三
丁
目
１
番

50号

広
島
市
中
区
八
丁
堀
４
番

24号

所
在

地

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
月

31日
ま
で

平
成

17年
４
月
１
日
か
ら

平
成

18年
３
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